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9001 延長登録出願と処分の数との関係についての取扱い 

 

 一の延長登録出願は一の処分ごとに行われなければならないこととする。 

 

(説明) 

 第 67 条の 3 は、「特許発明の実施に……処分を受けることが必要であったとは認められ

ないとき」(第 1 項第 1 号)、延長登録出願を拒絶すべき旨規定している。すなわち「処分」

を受けることの要否により「延長登録出願」を拒絶すべきか否かを判断すべき旨定めてい

る。 

 特許権の存続期間の延長登録をするための要因は処分ごとに発生し、その特許権に係る

特許発明の実施をすることができなかった期間及び存続期間延長後の特許権の効力は個々

の処分に基づいて判断されるものであるから、一の延長登録出願は一の処分ごとに行うべ

き性格のものである。また、同一特許権に係る複数処分をある時期にまとめて受けた出願

人のみに当該複数処分に基づいて一の延長登録出願をすることを許容し、一の延長登録出

願によって複数処分に基づく延長登録の利益を享受できるように取り扱うことは、他の出

願人とのバランスを著しく欠くものである。 

 このようなことから、延長登録出願と処分の数との関係については、上記のように取り

扱うこととする。 
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9002 特許権の存続期間の延長登録の出願において、 

政令で定める処分を受けるのに必要であった試験が 

1 の処分について複数ある場合の延長期間について 
 

 審査基準「第 IX 部 特許権の存続期間の延長」の 3.1.3 に記載の「処分を受け

るために必要な試験を開始した日」は、その試験を行う期間を「特許発明の実

施をすることができなかった期間」に含めることができる試験(審査基準「第 IX
部 特許権の存続期間の延長」の 3.1.3(1)参照)が、1 の処分について複数あるこ

とを出願人が示した場合には、当該複数の試験のうち、出願書類からみて、最

先に行われたと認められる試験を開始した日であるものとする。 

 
(説明) 
(1) 農薬の委託圃場試験は、作物及び適用病害虫等ごとにそれぞれ異なる日に開始されるこ

とが多く、そして、それらの試験結果をまとめて農薬の登録申請をし、まとめて登録さ

れることがある。 

 

               参 考 例 

 

      特許発明 「有効成分 A を含有する殺虫剤」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (注)実線は有効成分 A の下位概念である a1 について、アブラムシに対する試験を開始

した日から、登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し

又は了知し得た状態におかれた日までの期間 
 
(2) 上記参考例では、トマトについて農薬の試験を開始した日から、登録が申請

者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得た状態

におかれた日の前日までの期間が「特許発明の実施をすることができなかっ

た期間」とされ、この期間を超えない「延長を求める期間」(5 年以下である

ことが必要)が特許権の存続期間の延長の期間とされる。 
 

 

 

 
トマト 

キュウリ 

ナス 

特許権の

設定登録 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/enchotoroku_200310/ix_linked.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/enchotoroku_200310/ix_linked.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/document/enchotoroku_200310/ix_linked.pdf#page=14

	9001　延長登録出願と処分の数との関係についての取扱い
	9002　特許権の存続期間の延長登録の出願において、 政令で定める処分を受けるのに必要であった試験が 1の処分について複数ある場合の延長期間について

